
別表1 平成１２年４月以降に入所された方

区　分 対象者 夜勤職員配置 看護体制加算 機能訓練 日常生活継続支援 多床室 個　室 多床室 個　室

1 589 1,058 1,438 31,743 43,143

2 659 1,138 1,518 34,137 45,537

3 732 1,221 1,601 36,634 48,034

4 802 1,301 1,681 39,028 50,428

5 871 1,380 1,760 41,387 52,787

1 589 1,578 1,628 47,343 48,843

2 659 1,658 1,708 49,737 51,237

3 732 1,741 1,791 52,234 53,734

4 802 1,821 1,871 54,628 56,128

5 871 1,900 1,950 56,987 58,487

1 589 1,838 2,288 55,143 68,643

2 659 751 751 22,538 22,538

3 732 834 834 25,034 25,034

4 802 914 914 27,428 27,428

5 871 993 993 29,788 29,788

1 589 2,548 2,998 76,443 89,943

2 659 2,628 3,078 78,837 92,337

3 732 2,711 3,161 81,334 94,834

4 802 2,791 3,241 83,728 97,228

5 871 2,870 3,320 86,087 99,587

1 589 3,118 3,434 93,543 103,023

2 659 3,198 3,514 95,937 105,417

3 732 3,281 3,597 98,434 107,914

4 802 3,361 3,677 100,828 110,308

5 871 3,440 3,756 103,187 112,667

利用者負担段階
介護度 サービス費（自己負担）

体　制　加　算
食　費

居　住　費 総利用料
多床室（30
日）

総利用料
個室（30日）

2025年4月1日

第2段階

市町村民税非課税世帯
年金収入等が80万円以下
の方

預貯金：単身650万円以下
配偶者と合わせ1,650万円以下

入所利用料金表 特別養護老人ホーム　香南赤岡苑

利用料（処遇改善加算込）円/日

第1段階

市町村民税非課税世帯
生活保護受給者

預貯金：単身1,000万円以下
配偶者と合わせ2,000万円以下

22 6 12 36

22 6 12

第3段階①

市町村民税非課税世帯
年金収入等が80万円から
120万円以下の方

預貯金：単身550万円以下
配偶者と合わせ1,550万円以下

第3段階②

市町村民税非課税世帯
年金収入等が120万円超の
方

預貯金：単身500万円以下
配偶者と合わせ1,500万円以下

第4段階
市町村民税課税世帯
（上記に該当しない方）

介護職員処遇改善加算Ⅰ＝（基本単価+各種加算）×14％が加算されます。

上記のサービス費・体制加算については、介護保険負担割合証が1割で計算しています。介護負担割合証が2割および3割の方は、居住費・食費以外を2倍および3倍し、居住費・食費を足した額となります。

食費内訳：朝食＝481円、昼食＝482円、夕食＝482円
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